
 

(第１回変更) 契約変更の内容 
 

 

契約変更年月日 令和  3年  9月 16日 

契 約 業 者 名 富士通株式会社 

契約業者の住所 

大阪府大阪市中央区城見２－２－６ 

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                     

工 事 の 名 称 
ETC中央装置改修工事（2020-大管・神管）         

 

工 事 場 所 

大阪府道高速大阪東大阪線、兵庫県道高速神戸西宮線、外 

                                                                       

                                                             

工 事 種 別 電気通信 

 

 

 

 

工 事 概 要 

ＥＴＣ中央装置の改修 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

工 期 ( 自 ) 令和  2年  7月  2日 

工 期 ( 至 ) 令和  5年  8月 31日 

契 約 金 額        2,224,860,000 円 

変 更 金 額        1,001,000,000 円 増 

変更後の契約金額        3,225,860,000 円 

変 更 理 由 別紙のとおり 

※金額は、税込みである。 

 

 



変更契約理由書 

 

 

ＥＴＣ中央装置改修工事（２０２０－大管・神管） 

第１回変更 

 

・ETC精算処理装置等の合併料金所訂正明細削除依頼処理等の削除 

 

・ウイルス対策ソフトのサポート終了に伴う対応の追加 

 

・料金所設定変更機能追加対応 

 

・料金所設定変更機能追加対応 

 

・料金所設定変更機能追加対応 

 

・ETC精算処理端末装置ソフトウェア設定の数量増 

 

・乗継処理廃止対応 

 

・コンタクトシステムリプレース対応 

 

・ETC入退室管理システムリプレース対応 

 

・電源連動方式の見直しに係る装置の追加 

 

・セキュリティストレージの更新 

 

・監視ログ集装置等設定変更の追加 

 

・料金所追加に伴う設定変更の追加 

 

・インボイス制度対応の追加 

 

・インボイス制度対応の追加に伴う工期延期 

 


